
１．投資方針 ５．信託設定日
2006年 2月 8日

６．信託期間
無期限

７．償還条項

８．決算日
11月16日（休業日の場合は翌営業日）

９．信託報酬

２．主要投資対象
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド受益証券 １０．信託報酬以外のコスト
（マザーファンドは、わが国の株式を主要投資対象とします。）

３．主な投資制限

４．ベンチマーク １１．お申込単位
1円以上1円単位

１２．お申込価額
購入申込受付日の基準価額

１３．お申込手数料
ありません。

１４．換金価額
換金申込受付日の基準価額

投資信託協会分類：追加型投信／国内／株式

本商品は元本確保型の商品ではありません

明治安田DCトピックスプラス

■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田ＤＣトピックスプラス｣の受益権の募集については、委託会社は、法令の定めにより有価証
券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定されている｢運用の方
法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信
託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資
信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。

委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回った場合、この信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、ま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

【信託報酬＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率】
純資産総額に対し、年0.715％（税抜0.65％）
内訳：委託会社0.418％(税抜0.38％)、販売会社0.231％(税抜
0.21％)、受託会社0.066％(税抜0.06％)

・信託報酬の役務の内容
委託会社：ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見
書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付
および届出等にかかる費用の対価
販売会社：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社：ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の
対価

信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年
0.0044％（税抜0.004％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売
買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等
に要する費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場
合には、信託財産でご負担いただきます。

※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、
事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費
用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。

明治安田ＤＣトピックスプラスは、日本株式エンハンストインデック
スマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対
象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

●ベンチマークを東証株価指数（TOPIX）（注）として運用を行いま
す。
ベンチマークとの乖離を一定限度内に抑制しつつ、中長期的に安定した
超過リターンの獲得を目指して運用を行います。

●独自の株式魅力度ランキング等、エンハンストインデックス運用
※1に適したクオンツ手法※2（株式ランキングモデル）を用いてポー
トフォリオを構築します。

※1 エンハンストインデックス運用のエンハンストとは、魅力や能力などが
「高められた」「強化された」という意味です。当ファンドの運用手法が、クオ
ンツ手法によってベンチマークと相対的に高い連動性を保ちながら、これ
に加えてベンチマークを上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用の魅
力も備わっているものである、ということを指しております。

※2 クオンツ手法とは、マーケットや個別銘柄の価格変動に影響を与える
要素（ファクターといいます。）を分解・解析した上で数値化し、計量分析に
よってポートフォリオ（ファンドの組入銘柄群）を構築する手法です。運用に
あたっては、その結果に忠実に従って運用します。

●ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式
とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてま
とめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実
質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない
場合があります。

株式への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
外貨建資産への投資は行いません。

東証株価指数（TOPIX）

（注）ＴＯＰＩＸは、株式会社ＪＰＸ総研が算出する株価指数であり、日本の株
式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマー
ケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出さ
れます。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社
ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の
知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関する
すべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべて
の権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、
保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活
動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
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１５．信託財産留保額
ありません。

１６．収益分配

１７．申込不可日

１８．課税関係

１９．損失の可能性

２０．セーフティーネットの有無

２１．持分の計算方法
基準価額×保有口数

２２．委託会社

２３．受託会社

再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変
動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信
託財産に生じた運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属
します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により 投資元本を割り込み、損失を被るこ
とがあります。

投資信託は預貯⾦と異なります。

みずほ信託銀行株式会社
（ファンドの財産の保管および管理等を行います）

明治安田アセットマネジメント株式会社
（ファンドの運用の指図等を行います）

※基準価額が10,000口あたりで表示されている場合は10,000で除
して下さい。

投資信託は、金融商品取引法に基づき設立された投資者保護基
金の対象です。なお、投資信託は預貯金や保険契約とは異なりま
すので、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、登録金融機関でご購入いただく投資信託は投
資者保護基金による支払の対象ではありません。

２４．基準価額の変動要因等

毎年11月16日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分
配方針に基づいて分配を行います。分配金は、自動的に無手数
料で再投資されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保
証するものではありません。

・確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立
金の運用にかかる税制が適用されます。
・受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民
年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりませ
ん。

明治安田DCトピックスプラス
投資信託協会分類：追加型投信／国内／株式

本商品は元本確保型の商品ではありません
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託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資
信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変
動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信
託財産に生じた運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属
します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により投資元本を割り込み、損失を被るこ
とがあります。

投資信託は預貯⾦と異なります。

なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下の通りです。

１、主な変動要因
①株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発
行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動しま
す。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要
因となります。
②信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の
支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引
の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性
があります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
２、その他の留意点
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の
規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当て
する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急
変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてし
まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及
ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金
代金の支払いが遅延する可能性があります。
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、
希望する時期・価格・数量による売買ができなくなることがありま
す。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミ
リーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますが、マザー
ファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売
買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることが
あります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができ
ない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の
配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われ
る場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率
を示すものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得
元本）の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元
本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資
産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期
間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価
額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

ありません。
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた
申込みの受付を取消すことがあります。
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